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市民相談市民相談
をご活用くださいをご活用ください

無料 市内在住・在勤・在学の方なら
どなたでもご相談できます

対面での相談・事前予約が必要

市民協働課協働係☎042-497-1803または申込みフォーム(毎月15日号7面)から予約受付

　日常生活におけるさまざまな問題について、専門の相談員が内容の整理や解決に向けた情報提供・助言など
を行っています。
　相続や不動産の名義変更、税金問題、人権問題など各種相談を受け付けていますので、ぜひご利用ください。
 対市内在住・在勤・在学の方 日下記のとおり 場生涯学習センター  問市民協働課協働係☎042-497-1803

■予約の流れ
❶予約
　毎月の市報15日号7面の申込みフォーム(QRコ
ード)または電話（☎042-497-1803）で予約をし
てください。相談月の前月15日から受け付けま
す（15日が土・日曜日、祝日の場合は翌開庁日）。
詳しい実施日時は毎月の市報15日号や市ホーム
ページでお知らせします。

▶次の内容を入力(お聞き)します
・相談の種類・日時
・氏名・年齢・住所・電話番号
・簡単な相談内容（相続の手続き、
　税金、登記変更についてなど簡
　潔に）

❷事前準備
　相談したい内容を
整理しておくと相談
がスムーズに行えま
す。

❸予約日時に会場へ
　予約の際にお伝え
する会場に予約時間
の5分前（交通事故
相談は10分前）を目
安にお越しくださ
い。

　地域のなかで子どもの預かりや送迎、病児保育を行う支援者養成
講座です。対市内及び近隣に居住している成人で、健康で子どもが

日程 時間 内容 講師 場所

10
月

2日㈬ 午前１０時～正午 受付、開講式・オリエンテーション 子ども家庭支援センター/ファミリー・サポートきよせ

児童センター

午後１時～３時 保育の心 (特非)子育てネットワーク・ピッコロ理事長　小俣みどり氏

3日㈭ 午前１０時～午後１時 心の発達と保育者のかかわり （公社）発達協会王子クリニック言語聴覚士　湯汲英史氏
午後2時３０分～4時３０分 障害のある子の預かりについて 日本社会事業大学附属子ども学園園長　野田雅義氏

11日㈮ 午前9時３０分～午後０時３０分 ★小児看護の基礎知識 国立看護大学校教授　来生奈巳子氏
午後１時３０分～4時 事故による子どもの障害 (特非)子育てネットワーク・ピッコロ理事長　小俣みどり氏

17日㈭ 午前9時３０分～午後０時３０分 子どもの遊び うさぎの森企画主宰　大森靖枝氏
午後１時３０分～３時３０分 子どもの生活へのケアーと援助 子育て支援課　保健師

24日㈭ 午前9時３０分～午後０時３０分 子どもの栄養と食生活 (特非)ワーカーズ・コレクティブちろりん村　吉田朋子氏
午後１時３０分～３時３０分 身体の発達と病気 宇都宮小児科内科クリニック院長　宇都宮正司氏

31日㈭ 午前9時３０分～午後０時３０分 ★普通救命講習 (公財)東京防災救急協会
午後１時３０分～３時 ★病児・病後児保育施設見学 きよせ保育園理事長　中村清志氏 きよせ保育園

11
月 1日㈮ 午前9時３０分～午後０時３０分 子育て支援サービスを提供するために (特非)子育てネットワーク・ピッコロ理事長　小俣みどり氏 児童センター午後１時３０分～2時３０分 修了式・修了証授与 子ども家庭支援センター／ファミリー・サポートきよせ

※保育あり（先着6人、1コマ50円）。「★」は保育なし。
※日時・会場は変更になることがございます。
※全講習終了後はファミリー・サポートきよせ会員に登録いたします（登録は無料です）。

申込みフォーム

ファミリー・サポートきよせ
「 保 育 サ ー ビ ス 講 習 会 」 受 講 者

①情報公開制度
　市が保管・保存する文書を対象に公開する制度です。請求された情
報は、個人情報や個人財産の保全などの理由を除き、原則すべて公開
されます。
②保有個人情報開示制度
③保有特定個人情報開示制度
　市が保有する自己の個人情報の開示を請求することができる制度で
す。個人情報にマイナンバーを含まないものが保有個人情報、含むも

のが保有特定個人情報です。【開示決定】原則、請求を受けた日の翌
日から14日以内（保有特定個人情報の開示請求については30日以内）
に開示・一部開示・不開示の決定を行い、決定通知書で通知します
【手数料】無料（写しの作成費用や郵送料は実費負担）
【請求方法】①は直接窓口または郵送、ファクスで、②③は本人確認
書類（運転免許証や健康保険被保険者証など）を、②は1種類、③は2
種類持参し、直接窓口または郵送で総務課文書法制係へ
 問総務課文書法制係☎042-497-2031

「情報公開制度」と「保有個人情報開示制度」

年金・労働相談

①毎月第2水曜日
　午前9時30分～11時30分
②40分
③3枠
④社会保険労務士
⑤年金､ 社会保険､ 労働問題

司法書士相談
（登記・相続・遺言）

①毎月第2水曜日
　午後1時～3時30分
②30分
③5枠
④司法書士
⑤相続･遺言･贈与などによる
　所有権移転等登記、相続放
　棄、成年後見手続き

税務相談

①毎月第3水曜日
　午後1時～4時
②30分
③6枠
④税理士
⑤相続税､ 贈与税､ 所得税､
　事業税など

行政書士相談
（相続・遺言書等の手続）

①毎月第3水曜日
　午前9時30分～11時30分
②30分
③4枠
④行政書士
⑤相続手続き一般、遺言書･
　許認可申請書類作成

法律相談

①毎月第1～第4水曜日
　午後1時～4時30分
②30分
③7枠
④弁護士
⑤夫婦・家庭内の問題、遺産
　相続、金銭貸借、各種契約、
　損害賠償など

土地家屋調査士相談
（境界・測量・登記）

①毎月第1木曜日
　午後1時～3時
②30分
③4枠
④土地家屋調査士
⑤土地の境界､ 分筆･表題登
　記､ 接道など

不動産取引相談

①毎月第1木曜日
　午後1時～3時
②30分
③4枠
④宅地建物取引士
⑤土地･建物の売買､ 賃貸契
　約など

人権身の上相談

①毎月第1水曜日
　午後1時～3時
②40分
③3枠
④人権擁護委員
⑤虐待､不当差別､名誉毀損、
　誹謗中傷、家庭内の問題や
　日常生活での心配事

行政相談

①毎月第3水曜日
　午前9時30分～11時30分
②30分
③4枠
④行政相談委員
⑤国や独立行政法人、特殊法人及
　び国が関係する都道府県・市区町
　村などの業務に対する要望や苦情

交通事故相談

①毎月第4水曜日 
　午後1時～3時30分
②50分
③3枠
④弁護士
⑤示談の進め方､ 賠償額の算
　出方法など

■注意事項
▶同一種類の相談は、1か月に1回のみで、年度内に3回までです。
▶相談員の指名はできません。
▶相談中の録音はできません。
▶担当した相談員による受任や仲介･あっ旋は一切行いません。
▶裁判所において係争中･調停中の事案、弁護士に依頼中の案件の相
　談はお受けできません。
▶当日担当する弁護士が相談案件の相手方と受任契約中、また相談を
　受けていた場合には、相談をその場でお断りします。

相談一覧の項目①相談日時②1回の相談時間③1日の枠数④相談員⑤主な相談内容

地域の支え合いをつくる！生活支援コーディネーターの取り組み地域の支え合いをつくる！生活支援コーディネーターの取り組み
　市は生活支援コーディネーターという専門職を4人配置しており、地域の支え合いづくりを検討する協議体などと連携しながら、高齢者の生
活上の困りごと解決や、社会参加を支える仕組みの充実・強化に取り組んでいます。今回は、各エリアを担当する生活支援コーディネーターの
取り組みをご紹介します。 問社会福祉協議会☎042-495-5333

【社協包括エリア】
〈いきいき会議〉〈いきいき会議〉
　上清戸・中清戸・下清戸・元町エリアの地
域の支え合いの仕組みづくりについて考えて
います。参加者同士の交流の場にもなります。
 日毎月第3金曜日午前10時～
 場コミュニティプラザひまわり
 問きよせ社協地域包括支援センター 
☎042-495-5516

【全域】
〈支え合い型移動支援〉〈支え合い型移動支援〉
　地域住民や福祉事業所などの協力で高
齢者の移動を支える仕組みが始動しまし
た。
　現在、モデル地域の中里団地にて「買
い物バス」を毎月運行中です！
問社会福祉協議会☎042-495-5333 買い物バスの利用する様子

【信愛包括エリア】
〈きよせネクスト〉〈きよせネクスト〉
　梅園・野塩・竹丘・松山地域に
住む方を対象とした、支え合いの
仕組みです。地域で困っている
65歳以上の高齢者の頼み事を「あ
りがとう券」を使い、地域のボラ
ンティアで支えます。
◆1周年記念キャンペーン開催！
　日頃の感謝を込め、無料で「ありがとう券」のお届
けと15分の簡単なお手伝いを8月16日㈮～9月6日㈮
の期間中に限り実施します。是非ご利用ください。
 問きよせネクスト事務局☎070-1314-2580 団体概要

好きな方  日 場 講 内 下表のとおり 費3,200円（テキスト
代） 申 問9月24日までに右記申込みフォームまたは電話
でファミリー・サポートきよせ事務所☎042-492-1139
（電話は平日午前9時～午後5時）へ

イメージキャラクター
サポドン

電球交換の様子

【清雅包括エリア】
〈①中里地域つながり会議〉〈①中里地域つながり会議〉
〈②旭が丘下宿地域つながり会議〈②旭が丘下宿地域つながり会議〉〉
　担当する地域の情報共有と課題解決に
ついて話し合い、高齢者個人に対する支
援の充実とそれを支える社会基盤の整備
を同時に進めていく「地域つながりサロ
ン」を各地域で行うための協議を進めて
います。
 日①毎月第3水曜日午後2時～　 ②毎月第3月曜日午後2時～
 場①中里団地集会所②旭が丘団地集会所
 問きよせ清雅地域包括支援センター☎042-495-1370

つながり会議の様子

いきいき会議の様子

相
談
の
様
子


